
姓 名

姓 名

・ 年 月 日

- ( ) －

- ( ) －

1 2 3 4 5 6 7

姓 名

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

※提出するもの等

(注)

建設業労働災害防止協会 北海道支部長　殿

令和 年 月 日

③手数料２，２００円(消費税込み) ④郵送の場合は、返信用切手２４４円分②写真１枚(縦3.0cm×横2.5cm)

【裏面の注意事項を必ずお読みください】

年 月 日年 月 日

詳しくは、裏面の「２　申請に必要なもの（提出していただくもの）」をご参照ください。

年 月 日

アーク溶接 振動工具

年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日

車両系・再教育

年 月 日

・氏名変更の場合は、旧氏名を記入して下さい。
・３，４，５，６，７の場合は、旧修了証を返却してく
ださい。

①本人確認書類

資　格　名

交付年月日

鋼橋架設

年 月 日

年 月 日 年 月 日

丸のこ テールゲート

年 月 日

年 月 日

再
交
付
す
る
資
格
等
の
種
類

○
印
を
付
け
該
当
項
目
を
記
入

(

不
明
な
項
目
は
空
欄
で
可

)

資　格　名

交付年月日

修了証番号

資　格　名

交付年月日

修了証番号

職長安責・能力向上

　TEL　011－261－6187　　FAX　011-211-6331

再交付等年月日

再交付等手数料

【申請窓口、申請書類送付先】

　〒060-0004　

　札幌市中央区北4条西4丁目1番地

⑤氏名変更の場合は、氏名変更を証明する書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年１０月１日以降は３２０円分）

実施管理者受付者 担当者
※この欄は記人しないでください。

(窓口申請)

申請者氏名

受取人氏名

　　建設業労働災害防止協会北海道支部の【　□北洋銀行　　□北海道銀行　】　の口座へ振り込みます。(銀行名にレ点を付けてください。)

◎　振込日　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

※手数料の支払いが銀行振込みの場合のみ記入して下さい。　

　指定口座以外にお振込みされますと、入金の確認ができず修了証の交付が遅れる場合がありますのでご注意ください。修了
証の発送は入金確認後となりますので、早めの入金をお願いいたします。振込み手数料は申請者のご負担となります。

◎　振込名義人

申請年月日

　　　札幌国際ビル3階

　建設業労働災害防止協会北海道支部

技能講習等修了証 再交付・書替申請書

年 月 日 年 月 日

地山・土止め 建築鉄骨

年 月 日

生年月日

年 月 日

年 月 日

平成昭和 

再交付・書替
の理由(〇印

を付ける)

住　所

作
業
主
任
者
・
技
能
講
習

その他

木造建築

写真1枚

縦3.0cm×横2.5cm

正面、無帽、無背景、
6ヶ月以内に撮影した写
真(この欄に糊付けせ
ず、写真裏面に氏名を
記入して提出)

年 月 日

ローラー運転 小型車両系

ずい道覆工

年 月 日

小型クレーン車両系(整地等)

氏名変更

不整地運搬車

年 月 日

ふりがな

修了証番号

車両系(解体)

年 月 日 年 月 日

資　格　名

交付年月日

修了証番号

資　格　名

交付年月日

修了証番号

資　格　名

交付年月日

修了証番号

フルハーネス 足場特別 ロープ高所

年 月 日

足場 型枠

年 月 日

年 月 日

年 月 日

高所作業車玉掛け

年 月 日

コンクリート橋架設

年 月 日

書替

TEL修了証
送付先

ふりがな

年 月 日

年 月 日

コンクリート解体

旧氏名

氏　　名

旧姓等の併記
　旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望す
る場合は、併記を希望する氏名又は通称を記入。
希望しない場合は記入不要。

再交付

TEL

年 月 日

年 月 日

ずい道掘削

損傷紛失 その他盗難

石綿調査者 統括管理・統括安責

年 月 日

足場・能力向上

年 月 日

年 月 日

年 月 日

玉掛け・再教育

年 月 日

年 月 日

統合

安全衛生推進者

資　格　名

特
別
教
育
等

安
全
衛
生
教
育
等

資　格　名

交付年月日

交付年月日

修了証番号

年 月 日

足場点検実務

修了証番号

職長・安責

石綿取扱作業
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建設業労働災害防止協会北海道支部(略称：建災防北海道支部) TEL 011-261-6187      FAX 011-211-6331

　(窓口で申請する場合は必要ありません。)

　　　　　　　　　　　　　北海道建設業労働災害防止大会等の行事を開催するときは閉庁することがあります。

旧姓又は通称の併記について

　修了証の氏名の欄に「旧姓を使用した氏名又は通称の併記」を希望される方は、申請書の「旧姓等の併記」欄に旧姓を
使用した氏名又は通称を記入してください。
　旧姓は、住民基本台帳法施行令第30条の13(氏に変更があった者に係る住民票の記載事項の特例)に規定する旧姓と
なりますので、現姓と旧姓が記載された戸籍謄本又は住民票を申請書に添付してください。
　通称は、住民基本台帳法施行令第30条の16第1項(外国人住民の通称の住民票への記載等)に規定する通称となります
ので、通称が記載された住民票を申請書に添付してください。
　「旧姓を使用した氏名又は通称」は現在の氏名との併記となりますので、現在の氏名の後に括弧書きで記載されます。
「旧姓を使用した氏名又は通称」のみを記載することはできません。

申請窓口(書類送付先)

〒060-0004　札幌市中央区北４条西４丁目１番地　札幌国際ビル３階

　口座振込
　手数料を除く「２ 申請に必要なもの(返信用切手２４４円分(令和６年１０月１日以降は３２０円分)を含む)」を当支部へ郵送
してください。併せて手数料を当支部の指定口座へお振込みください。振込手数料は、申請者のご負担となります。必ず
指定口座へお振込みください。指定口座以外にお振込みされますと、入金の確認ができず修了証の交付が遅れる場合が
ありますのでご注意ください。修了証の発送は入金確認後となりますので、早めの入金をお願いいたします。

手数料の振込先口座

下記のいずれかの口座に振込んでください。

　北洋銀行　札幌駅南口支店　普通預金 3577185　(口座名義) 建設業労働災害防止協会北海道支部

　北海道銀行　札幌駅前支店　普通預金 1799557　(口座名義) 建設業労働災害防止協会北海道支部

申請方法

　窓口での申請
　当支部窓口に「２ 申請に必要なもの」を持参してください。申請書に不備等がなければ、当日の交付となります。

　現金書留
　「２ 申請に必要なもの(返信用切手２４４円分(令和６年１０月１日以降は３２０円分)を含む)」を現金書留に同封して、当支
部へ郵送してください。修了証は申請書の「修了証送付先」へ郵送します。

※事務所開庁時間　平日８:４５～１７:００(昼休憩１２：００～１３：００)　 土・日・祝日・年末年始・お盆休みは閉庁

　証明写真１枚(縦3.0㎝×横2.5㎝)
　　最近６ヶ月以内に撮影したもの。正面、無帽、無背景。(色付きサングラス、スナップ写真、写りの不鮮明なもの、写真専
用紙以外に印刷したもの等は不可。)
　　写真は申請書に糊付けしないで提出してください。写真の裏面に氏名を記入してください。
　手数料　修了証・統合修了証　１枚につき　２，２００円(消費税込み)

　氏名変更の方は、氏名変更を証明する書類(いずれか の写し1 つを添付)
・戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)
・住民票の写し（氏名変更の履歴が記載されているもの）
・運転免許証の写し（表裏両面、氏名変更の履歴が記載されているもの）
・マイナンバーカードの写し（表面のみ、氏名変更の履歴が記載されているもの）

　郵送の場合のみ、返信用切手２４４円分(令和６年１０月１日以降は３２０円分)

　技能講習等修了証 再交付・書替申請書

　本人を確認するための書類(いずれかの写し 1 つを添付)
・自動車運転免許証(住所変更した場合は表裏両面）
・マイナンバーカード(表面のみ)
・パスポート
・住民票の写し(個人番号が記載されていないもの)
・健康保険証等
・外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書等

技能講習等修了証 再交付・書替の申請について

申請に必要なもの(提出していただくもの)

　再交付・書替できる修了証は、建設業労働災害防止協会北海道支部が発行したものに限ります。

　当支部発行の修了証を複数枚お持ちの方は、それらを1枚にまとめた「統合修了証」を発行します。統合できる修了証は
以下のとおりです。(統合できるのは当支部で交付した修了証です。他機関の修了証は統合できません。)

技能講習修了証等の再交付・書替の申請

　技能講習と作業主任者は１枚に統合できます。　(例)足場の組立て等作業主任者、玉掛け技能講習、小型移動式ク
レーン運転技能講習を修了した方は、３つの修了証を１枚に統合できます。

　特別教育と特別教育に準じる教育は１枚に統合できます。　(例)足場作業特別教育、フルハーネス型安全帯特別教
育、ロープ高所作業特別教育を修了した方は、３つの修了証を１枚に統合できます。

　安全衛生教育と安全衛生教育に準じるものは１枚に統合できます。　(例)現場管理者統括管理講習(統括安全衛生責
任者研修)、職長・安全衛生責任者教育を修了した方は、２つの修了証を１枚に統合できます。

　「技能講習・作業主任者」、「特別教育等」、「安全衛生教育等」の区分が異なるものは統合することができません。
(例)足場の組立て等作業主任者、フルハーネス型安全帯特別教育、職長・安全衛生責任者教育を修了した方は、それ
ぞれ修了証の区分が異なりますので統合できません。３枚の修了証になります。

　申請書記載内容については、修了証再交付・書替業務以外には使用いたしません。

　破損、氏名変更等による再交付・書替の場合、旧修了証を返却してください。また、紛失等による再交付の場合、旧修了
証が見つかったときは旧修了証を返却してください。


